
資料１

とくしま高齢者いきいきプラン策定評価委員会設置要綱

（設置）

第１条 老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）に定める老人福祉計画及び介護保険法

（平成９年法律第１２３号）に定める介護保険事業支援計画の策定並びにこれらの法律

に基づき策定した計画（以下「計画」という。）の進捗状況に係る評価・点検に関し、

必要な事項を協議するため、とくしま高齢者いきいきプラン策定評価委員会（以下「委

員会」という。）を設置する。

（協議事項）

第２条 委員会は、次の各号に掲げる事項を協議する。

（１）基本理念、達成しようとする目的及び地域の実情に応じた特色の明確化、施策の達成状況の評価

等に関すること

（２）高齢者等の現状及びサービス実施の現況の分析に関すること

（３）圏域の設定等に関すること

（４）計画期間の各年度における高齢者等の状況に関すること

（５）計画期間の各年度ごとのサービス量の見込みに関すること

（６）サービス供給体制、見込量の確保のための方策に関すること

（７）地域包括ケアシステム構築のための支援に関すること

（８）その他計画の策定及び進捗状況に係る評価・点検に関し必要な事項

（組織）

第３条 委員会は、委員３０人以内で組織する。

２ 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、知事が委嘱する。

（１）学識経験のある者

（２）保健・医療・福祉関係者

（３）市町村の代表者

（４）介護保険の被保険者代表・費用負担関係者

（５）高齢者問題に関心をもつ者

３ 委員の任期は、委嘱の日から委嘱の日の属する年度の翌々年度末までとする。ただし、

補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

４ 委員は、再任されることができる。

（委員長及び副委員長）

第４条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。

２ 委員長は委員の互選により、副委員長は、委員長の指名によりそれぞれ定める。

３ 委員長は委員会を統括し、委員会を代表する。

４ 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。
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（委員会）

第５条 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。

（関係者の出席）

第６条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意

見を聞くことができる。

（庶務）

第７条 委員会の庶務は、保健福祉部長寿いきがい課において処理する。

（その他）

第８条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員長が定める。

附 則

１ この要綱は、令和元年５月１日から施行する。

２ 第３条第３項の規定に関わらず、この要綱の施行の日以後、最初に委嘱される委員の

任期は、令和４年３月３１日までとする。

附 則

１ この要綱は、令和２年４月１日から施行する。

附 則

１ この要綱は、令和５年９月１２日から施行する。

２ 第３条第３項の規定に関わらず、この要綱の施行の日以後、最初に委嘱される委員の

任期は、令和７年３月３１日までとする。

附 則

１ この要綱は、令和７年４月１日から施行する。
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